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デンカグループ ⼈権⽅針 

私たちデンカグループ（「デンカ」）は、全従業員の活動の根幹となるビジョン（コアバリュー、パーパス、ミ
ッション）の下、イノベーションとソリューションの提供を通じて社会に貢献することを⽬指しています。デ
ンカは、⼈権は全ての事業活動における重要な事項であることを理解し、「デンカグループ ESG 基本⽅針」お
よび「デンカグループ倫理規定」に基づき、⼈権尊重の責任を果たしていくとともに事業活動を通じた⼈権課
題への貢献を⽬的として本⽅針を定め、以下を実現するよう努めます。 
なお、本⽅針は、2023 年 9 ⽉ 11 ⽇の取締役会で承認されました。 
 
第1条 適⽤範囲 
本⽅針は、デンカの全役員・全従業員（⾮正規社員を含む）に適⽤されます。 
さらに、デンカは、サプライヤーを含む全てのビジネスパートナーに本⽅針を理解して頂けるよう働きかけ
ていきます。 
 
第2条 国際規範・基準への⽀持 
デンカは、国際⼈権章典（世界⼈権宣⾔、市⺠的および政治的権利に関する国際規約、ならびに経済的・社
会的および⽂化的権利に関する国際規約）、国際労働機関（ILO）の「労働の基本原則および権利に関する宣
⾔」とその中で定められた「結社の⾃由と団体交渉権の承認」・「強制労働の廃⽌」・「児童労働の撤廃」・「差
別の排除」および「安全で健康的な労働環境」に関する中核的労働基準、ならびに OECD の「多国籍企業⾏
動指針」が定める、⼈権に関する国際規範を尊重するとともに、国際連合「ビジネスと⼈権に関する指導原
則」にしたがった⾏動に努めます。また、国連グローバル・コンパクト署名企業として、同イニシアティブ
が定める 10 原則を⽀持します。 
デンカは、事業活動を⾏う各国・地域で適⽤される法令を遵守します。ただし、万が⼀国や地域の法規制と
国際的な⼈権規範に⽭盾がある場合は、国際的に認められた⼈権原則を最⼤限尊重する⽅法を追求します。 
 
第3条 ⼈権尊重に対する責任 
デンカは、企業活動によってデンカの事業にかかわる⼈々の⼈権を侵害しないよう努めるとともに、負の影
響が⽣じた場合は是正に向けて適切に対処することにより、⼈権尊重に努めます。 
デンカは、個⼈の尊厳を傷つけるハラスメント⾏為や差別を禁⽌し、あらゆる形態の児童労働や強制労働を
認めません。労働者の結社の⾃由および団体交渉権を尊重し、適正な賃⾦が保証された安全で健康的な労働
環境の実現のために取り組みます。加えて、お客様に安全な製品・サービスを提供し適切な情報開⽰に努め
ます。 
 
第4条 ガバナンス体制 
本⽅針の遵守及び本⽅針に基づく取り組みを監督する責任者を明確にします。 
 
第5条 ⼈権デュー・ディリジェンスの実施 
デンカは、⼈権デュー・ディリジェンスの実施、事業の⼈権に対する潜在的または現実の影響の把握・評
価、および⼈権リスクの防⽌または軽減措置に努めます。 
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第6条 是正・救済の実施 
デンカは、デンカの事業が⼈権に対する負の影響を引き起こしたあるいは助⻑したことが明らかになった場
合は、適切な⼿段を通してその是正・救済に努めるとともに、取引関係等を通じてデンカの事業に直接的に
つながっている⼈権への負の影響についても、取引関係等に対し是正、救済に向けた取組を促すことで、サ
プライチェーンの⼈権課題等への取り組みにも努めます。 
 
第7条 ステークホルダーとの対話 
デンカは、⼈権に関する潜在的、および実際の影響に対する措置について、関連する社内外のステークホル
ダーと継続的な対話・協議を⾏いながら取り組みます。 
 
第8条 苦情処理メカニズムの設置 
デンカは、デンカの全役員・全従業員、サプライヤーを含む全てのビジネスパートナー、その他ステークホ
ルダーが⼈権に関する懸念事項について通報できるシステムを設ける等、是正や救済の実効性向上のための
措置を⾏います。 
 
第9条 教育・研修の実施 
デンカは、本⽅針の実施に向けて、デンカの全役員・全従業員（⾮正規社員を含む）が⼈権尊重に関する理
解を深められるよう教育を⾏います。 
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